
 

 

 

 

＜一般的な家庭用（５人槽）の場合＞ 

 
時 期 

（例） 
内 容 するべきこ と 

車でいうと

（ｲﾒｰｼﾞ） 

目安の料金 

（例） 
問合せ先 所在地 電話 

①  

浄 化 槽 を  

設 置 す る 時  

下 水 道 が き て い な い 土 地 で  

家 を 新 築 し た い  
「 設 置 届 」 の 提 出  

新 車 登 録  

明 石 市 の 事 務 処

理 手 数 料 は 不 要  

（家の新築時には、建築確認申請に必要な書類に含まれています。） 

下 水 道 が き て い な い 土 地 で  

汲 取 り か ら 浄 化 槽 に し た い  
環境保全課 水質係 明石市大久保町松陰１１３１ 078-918-5740 

使 用 を 開 始 し た

時  

新 居 に 入 居 す る な ど し た と き に 、  

「 誰 が 、 責 任 を 持 っ て 管 理 す る の

か 」 を 役 所 に 届 け る  

「使用開始報告書」 

の 提 出  

明 石 市 の 事 務 処

理 手 数 料 は 不 要  
環境保全課 水質係 明石市大久保町松陰１１３１ 078-918-5740 

使 用 開 始 か ら  

３ ～ ８ か 月 た っ

た 時  

設 置 後 の 水 質 検 査  「７条法定検査」の 受 検   
（ 設 置 届 に 合 わ

せ て 支 払 済 み ）  

一社）兵庫県水質保全

センター 検査課 
神戸市中央区港島南町３丁目３番８ 078-306-6021 

②  

使 用 中  

継 続 的 に  

年 ３ 回 以 上 ※ 1  

浄 化 槽 が 元 気 に 動 い て い る か の  

チ ェ ッ ク や 調 整 。 消 毒 剤 の 補 充 。  「 保 守点検」の 実 施  日 常 点 検  
１ 回  

約 6,000 円  
※ 2  

明石市に浄化槽保守点検業の登録をしている業者へ委託してください。登録業者の名

簿は、市ホームページを参照又はお問合せください。 

環境保全課 水質係 明石市大久保町松陰１１３１ 078-918-5740 

③  

使 用 中  

継 続 的 に  

年 １ 回 以 上 ※ 1  

 
全 ば っ 気 は  

6 か 月 に １ 回 以 上  

 

 

 

少 し ず つ 溜 ま っ て く る 汚 泥 等 の 引

き 抜 き  

「清掃」 の 実 施  

オ イ ル や  

タ イ ヤ の 交

換 、 オ ー バ ー

ホ ー ル 等  

１ 回  

約 25,000 円  
※ 2  

明石市の浄化槽清掃許可業者（５社）の中からお選びください 
 

清掃業者 所在地 電話番号 

(有)平野興業 明石市大久保町松陰字源太池３０５—６ 078-935-8431 

(有)ＳＩＣ 加古川市加古川町備後２９６ 079-423-0353 

菊水工業(株) 神戸市中央区中山手通七丁目３－４ 078-341-1788 

(株)阪神水道衛生社 神戸市中央区大日通四丁目２－６ 078-221-0265 

阪神連合清掃(株) 明石市和坂一丁目３—４１ 078-928-8454 

④  
使 用 中  

継 続 的 に 年 １ 回  

水 質 ・ 外 観 ・ 書 類 検 査 、② と ③ の 維

持 管 理 状 態 の 第 ３ 者 チ ェ ッ ク  「 法 定検査」の 受 検  車 検  
単 独 :5,500 円  

合 併 :5,700 円  
※ ３  

一社）兵庫県水質保全

センター 検査課 
神戸市中央区港島南町３丁目３番８ 078-306-6021 

⑤  随 時  
世 帯 主 の 死 去 や 、 中 古 物 件 の 購 入 等 で 、  

浄 化 槽 の 管 理 を す る 人 が 変 わ っ た  
「管理者変更報告書」 

の 提 出  
名 義 変 更  

明 石 市 の 事 務 処

理 手 数 料 は 不 要  
環境保全課 水質係 明石市大久保町松陰１１３１ 078-918-5740 

⑥  

浄 化 槽 を  

使 わ な く な る  

（ な っ た ） 時  

浄 化 槽 を や め て  

下 水 道 に 切 替 す る  
「廃止届」の 提 出  

廃 車  

（ 永 久 抹 消 ）  

明 石 市 の 事 務 処

理 手 数 料 は 不 要  

切替時は、下水接続に伴う書類と一緒に、提出することができます。 

家 屋 を 解 体 す る  環境保全課 水質係 明石市大久保町松陰１１３１ 078-918-5740 

随 時  
転 勤 等 で １ 年 以 上 空 家 に な っ て 、  
浄 化 槽 を 使 わ な い ※ ４  

「休止前清掃 」の実 施

及 び 「 休止届」の 提 出  
一 時 抹 消  

明 石 市 の 事 務 処

理 手 数 料 は 不 要  
環境保全課 水質係 明石市大久保町松陰１１３１ 078-918-5740 

※注意※ 

・明石市に限定した内容となっていますので、他自治体とは異なる場合があります。 

・初めて浄化槽を使われる方を対象に、より分かりやすいよう、法律用語や専門用語は極力排し、平易な言葉で表現しているため、正確性に欠ける部分があります。より詳しい内容等をお知りになりたい場合は、環境保全課 水質係までお問い合わせください。 

※1 一般的な家庭用（５人槽）の場合を記載しています。処理方式や人槽規模によって、維持管理頻度は異なります。（同じ５人槽でも異なる場合があります。）詳しくは、メーカーの仕様書を参照する、環境保全課 水質係に問い合わせる等し、ご確認ください。 

※2 保守点検及び清掃の料金はあくまで目安の料金であり、法令等によって定められた料金ではありません（環境省実施のアンケート「平成 21 年度浄化槽の維持管理費用に関する調査報告 

書」より）。処理方式、人槽規模、立地条件等によって異なり、依頼する業者によっても異なりますので、何社か見積りをとられることをお勧めします。 

※3 法定検査の料金は、公示料金のため、処理方式や人槽規模により一律となっています。２１人槽以上の場合は、一般社団法人 兵庫県水質保全センターまで、お問い合わせください。 

※4休止届をする時は、清掃業者から交付された「休止前清掃」実施記録を添付してください。なお、再び使用する時は保守点検を実施し、「再開届」を提出しなければなりません。 

  

こういうところに、結構重要な内容があったりするから、

☝読んでおきたいね  

こ
の
赤
太
枠
内
が 

年
間
通
し
て 

「
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
こ
と
」

だ
ね
。 

〔浄化槽を使う上で、必ずしなければならないこと〕表 
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下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
区
域
で
は
、
下
水
道
へ
の
接
続
切
替
が
必
要
で
す
。 

ト
イ
レ
は
水
洗
だ
け
ど
、

下
水
処
理
場
に
は
つ
な
が

っ
て
い
な
い
よ
。。。 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は 

浄
化
槽
の
こ
と
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「
必
ず
し
な
け
れ
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な
ら
な
い
こ
と
」
を 

ま
と
め
て
み
た
よ 

詳
し
い
仕
組
み
は 

ぼ
く
も
出
て
い
る 

環
境
省
の 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

み
て
み
て
ね
。 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

で
わ
か
り
や
す
く

説
明
し
て
く
れ
て

い
る
よ
。 

メ
ー
カ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
仕
様
書
を

見
た
り
、
環
境
保
全

課
水
質
係
に
聞
い
て

み
る
の
も
い
い
か
も

ね
♪ 

 環境省浄化槽キャラクターの「ジャブくん」がご説明いたします 

下水道 浄化槽 汲取り 

簡
単
に
い
う
と 

「
下
水
道
」
と 

「
汲
取
り
」
の 

中
間
の
存
在
だ
ね
。

各
家
庭
に 

「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の

下
水
処
理
場
」
が 

く
っ
つ
い
た
感
じ 

と
い
え
ば
分
か
り

や
す
い
か
な 

次
の
ペ
ー
ジ
の
一
覧
を 

見
に
行
っ
て
み
よ
う
♪ 

http://www.env.go.jp/recycle/jokaso

お問い合わせ先※来庁の際は、事前に電話連絡をお願いいたします。 

明石市市民生活局 環境室 環境保全課 水質係 

明石市大久保町松陰 1131 

☎  078-918-5740 

Fax  078-918-5107 

メール joka@city.akashi.lg.jp 

浄
化
槽
の 

お
仕
事
は 

ト
イ
レ
や 

キ
ッ
チ
ン 

と
か
で
使
っ

た
水
を 

基
準
値
ま
で

き
れ
い
に
す

る
こ
と
だ
か

ら
・
・ 

Ｐ１ 
Ｐ３ 

内:環境保全課水質係 

下
水
道
へ
の
切
替
や
解
体
の
時
に
は
「
廃
止
届
」
を
お
忘
れ
な
く
！ 


